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川崎港のコンテナ取扱動向

○川崎港公共ふ頭における平成２７年のコンテナ取扱量は９４，２６９TEU。平成24年以降の航
路開設に伴い、３年連続して前年比 約３割の増加となるなど、中国・東南アジアとの輸出入を中心
に順調に取扱貨物量が増加している。
○川崎港戦略港湾推進協議会による官民一体となったポートセールスとあわせ、今年度から横浜川
崎国際港湾㈱との連携協力による取組を進めていく。

品目 主な仕出地
取扱量
（TEU）

1 家具装備品 中国 ベトナム 23,670 

2 その他日用品 中国 ベトナム 3,198 

3 製造食品 中国 ベトナム 2,863 

4 がん具 中国 韓国 785 

5 事務用機器 中国 ベトナム 672 

品目 主な仕向地
取扱量
（TEU）

1 再利用資材 中国 ベトナム 5,632 

2 取合せ品 中国 シンガポール 5,545 

3 自動車部品 インドネシア 台湾 2,852 

4 化学薬品 中国 韓国 1,407 

5 完成自動車 シンガポール 台湾 689 

〈輸入コンテナ 主要品目と主な仕出地〉

〈輸出コンテナ 主要品目と主な仕向地〉

※平成27年の数値は速報値です。
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京浜三港連携

① 港湾コスト低減による国際競争力の強化 ④ 東京湾全体を視野に入れた合理的かつ効果的な、施設及び機能の配置

② 港湾利用手続きの統一化、簡素化による利便性の向上 ⑤ 環境対策、水上交通網形成、震災対策など広域的課題への対応

③ 内貿振興、内陸部の物流体系を踏まえた国内ハブ機能の強化 ⑥ 国制度の改善、国からの重点投資の確保

目 的 ： 京浜三港（東京港、川崎港、横浜港）の国際競争力の強化

取組課題 ： （平成20年3月21日基本合意書）

〔体 制〕 ●京浜港広域連携推進会議の設置 （平成20年9月）

●京浜港連携協議会の設置 （平成21年12月）

〔ポートセールス〕●首長によるトップセールスの実施

●京浜港利用促進セミナーの開催

〔施 策〕 ●京浜三港と八戸港の連携に関する協定 （平成21年6月）

●京浜三港と仙台塩釜港の連携に関する協定 （平成23年1月）

●はしけ輸送の拡大

●コンテナ船入港料の一元化

●コンテナ貨物補助制度の実施（平成23年11月～）

（コンテナ貨物の新規取扱い、取扱量の増加、海外諸港からの転換等に対する補助 ）

●国際コンテナ戦略港湾京浜港を活用した地域再生計画（平成24年6月～）（地域再生支援利子補給金 ５社利用）

●横浜区の強制水先の規制緩和（平成27年8月）

〔共同ビジョン〕 ●「京浜港共同ビジョン」 公表 （平成22年2月10日）

〔国際戦略港湾〕 ●「国際コンテナ戦略港湾」 に京浜港を選定 （平成22年8月6日）

●「特例港湾運営会社」指定（平成26年1月8日～平成28年3月4日）

●「港湾運営会社」指定（平成28年3月4日）

〔総合計画〕 ●「京浜港の総合的な計画」 公表 （平成23年9月9日）

●「京浜港の総合的な計画」に基づく各港の港湾計画の改訂（平成26年11月）

三港連携の目的と取組課題三港連携の目的と取組課題

これまでの取組これまでの取組

今後の取組今後の取組

〔施 策〕 ●三港連携による貨物集荷策の充実化

〔国際戦略港湾〕 ●「国際コンテナ戦略港湾」計画書に基づく施設・機能の強化 11
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港湾運営会社によるコンテナターミナルの運営

H27.11  東京都は港湾運営会社の設立時点での参画見送りを表明

H28.1.12 横浜川崎国際港湾株式会社の設立
3. 4 京浜港の港湾運営会社に指定、事業開始
4.  1  横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫埠頭共同事業体による

川崎港コンテナターミナルの指定管理の開始

会社の概要

運営体制

横

浜

市

・行政財産（国・横浜市）に加え、埠
頭会社財産を港湾運営会社に貸し付け、
利用者に転貸する。

・施設管理等の業務を、横浜港埠頭㈱
に委託する。

川

崎

市

・港湾運営会社は、国から借り受けた
国有財産（岸壁）をオペレーターであ
る川崎臨港倉庫埠頭㈱に転貸する。

・市有財産(荷さばき地、荷役機械等)
は、横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫
埠頭共同事業体が指定管理業務を行う。

→ 国有財産 → 自治体財産 → 埠頭会社財産（横浜港のみ）

横浜川崎国際港湾㈱
(港湾運営会社)

(指定管理)

横浜市

横浜港埠頭㈱

川崎市国

川崎臨港倉庫埠頭㈱

横浜港利用船会社・
港運事業者

川崎港
港運事業者

共同事業体

共同事業体

川崎港利用
船会社

(転貸)

(転貸)

(貸付) (貸付)

(貸付)

(使用許可)(都度利用契約)

業務委託

商 号 横浜川崎国際港湾株式会社

所 在 地 (本社) 横浜市西区みなとみらい2-3-1
(川崎事業部) 川崎市川崎区東扇島92 川崎港コンテナターミナル内

代 表 者 代表取締役社長 諸岡 正道

資本の額 １０億円

出資割合 国 5億円(50%)､横浜市 4億5千万円(45%)､川崎市 4,500万円(4.5%)､
その他<銀行> ５００万円(0.5%)

事業内容 ① 横浜港、川崎港のコンテナターミナルの運営、整備計画の策定
② 無利子貸付金を活用した施設整備 ③ 国、港湾管理者、横浜
港埠頭㈱が所有するターミナル施設のユーザーへの一体的貸付
④ 貨物集貨策、ポートセールス策の企画立案、実施 ほか

３ 経営関与の取組

１ 二港先行統合方針

２ 港湾運営会社の設立

４ 運営体制

５ 今後の取組

国際コンテナ戦略港湾施策を一歩前進させるため
横浜・川崎の二港先行による港湾運営会社を設立へ

（１）本市による出資

将来、東京都が参画のため横浜市と同額の出資し、資本の額が15億
円程度になる場合においても、小数株主としての権利を確保できるよう
第三者割当増資により4,500万円（出資割合３％以上）を出資した。

（２）役員の派遣

本市港湾局長及び川崎臨港倉庫埠頭㈱のコンテナターミナル運営事業

部長が横浜川崎国際港湾㈱の取締役に就任し、港湾運営会社の安定的な
経営に向けた指導や支援を行う。

(１）横浜川崎国際港湾㈱と川崎臨港倉庫埠頭㈱との連携協力

国の信用力やネットワークを背景に広域からの貨物集約が期待される横浜

川崎国際港湾㈱と、ターミナルの運営実績をもつ川崎臨港倉庫埠頭㈱が、そ

れぞれの経験やノウハウを活用し円滑かつ効率的なターミナル運営を行う。

（２）地域性を尊重したコンテナターミナル運営

川崎臨港倉庫埠頭㈱が引き続き運営を行うことにより、同社の有する地元
の港湾運送事業者との信頼関係の活用、本市の行政施策と一体となった港湾
運営を行うとともに、川崎港の利用者に従来どおりの利便性を確保する。

（３）川崎港の特徴を活かした集貨、創貨、競争力強化の取組

京浜港における役割分担を踏まえアジア航路の誘致を図るとともに、横浜

港と連携して北米・欧州との基幹航路の競争力強化にも貢献する。市独自の

施策に加え、国の国際戦略港湾競争力強化対策事業を活用する。 12
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